愛媛県特定業務職員(会計年度任用職員(パートタイム))採用試験案内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年１月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県中予地方局農林水産振興部森林林業課


愛媛県中予地方局農林水産振興部森林林業課に勤務する特定業務職員（森林林業業務補助員）を次のとおり募集します。

１　募集職名、予定人員等
	職 名
	採用予定人員
	職務内容
	勤務形態

	特定業務職員
（森林林業業務補助員）
	１人
	補助金審査業務、その他
	パートタイム
(週３日勤務)



２　応募資格
　(1) 平成20年4月1日までに生まれた人
　(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16号各号のいずれにも該当しない人

３　試験の方法等
　　　人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

４　試験の日時、場所（予定）
　(1) 試験日時　令和8年2月12日（木）
　(2) 試験場所　愛媛県中予地方局森林林業課　(松山市北持田町132)
　(3) そ の 他　集合時刻などの詳細は、受け付け次第、電話にてお知らせします。

５　受験申込み方法
　　直接持参又は郵送による申込み
(1) 受付期間
令和8年1月30日（金）～令和8年2月6日（金）（郵送の場合は、期間内必着）
※直接持参の場合の受付時間は、月～金曜日の8:30～17:15まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(2) 申込み方法
指定の「愛媛県特定業務職員採用試験申込書」及び「自己紹介カード」に必要事項を記入のうえ、下記へ提出して下さい。
なお、応募書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。
　　申込み先：愛媛県中予地方局農林水産振興部森林林業課
　　　　　　　〒790-8502　愛媛県松山市北持田町132　
６　試験結果の連絡
　　　採用・不採用の連絡は、試験後5日以内に文書にて行います。

７　採用後の勤務条件
(1)  任用期間
１会計年度（令和8年4月1日～令和9年3月31日）内。勤務成績が良好であれば、
最大2回まで再度任用されます(最長3年間)
　　 　 その後も公募による採用試験を受験可能です。
※任用回数、年齢による応募制限はありません。
　(2) 勤務時間
　　　　週3日勤務　午前8時30分から午後5時15分まで(休憩１時間)
　　　　（勤務希望日　月曜日、水曜日、木曜日）※　月毎の勤務日数の割振りは、所属長が行います。
　(3) 休日
　　　　土曜日・日曜日・祝日のほか、年末年始(12月29日～1月3日)は、休みです。
　(4) 服務
　　　　特定業務職員には、次のとおり、地方公務員法の服務の規定が適用されます。
　　　　パートタイム勤務の場合は、営利企業への従事等が可能ですが、職務に専念する義務、信用失墜行為の禁止等の観点から、法定労働時間（週40時間）の超過に係る確認のため、兼業する場合は所属長への届出が必要です。
　　　　・服務の宣誓(第31条)　　　　　・秘密を守る義務(第34条)
　　　　・職務に専念する義務(第35条)　・政治的行為の制限(第36条)
　　　　・争議行為等の禁止(第37条)　　・営利企業への従事等の制限(第38条)
　(5) 給与等
	職名
	給料　※1
	諸手当　※2
	社会保険

	特定業務職員
（森林林業業務補助員）
	月額
118,207円
	通勤手当
期末・勤勉手当
等
	健康保険
（地方共済組合）
厚生年金保険
雇用保険


　　　※1 令和8年1月1日現在。令和7年度以降、経歴に応じて昇給あり。
　　　※1 過去に会計年度任用職員の職と同じ経験がある場合は、別途給料加算もあります。
　　　※2 要件に該当する者に対しては、通勤手当、超過勤務手当、期末手当、退職手当等が支給されます。

９　お問合せ・応募先
　　　〒790－8502　愛媛県松山市北持田町132　
　　　　愛媛県中予地方局農林水産振興部森林林業課　亀岡
　　　　電話：０８９－９０９－８７６７（直通）
